
令和７年 11月 14日 

 

災害対策連絡協議会 各位 

災害対策連絡協議会 

会長 松永 朋美 

 
令和７年度「栄区災害対策連絡協議会」について（書面開催） 

 
向寒の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
日ごろから、栄区の防災・減災対策について御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上

げます。 
「令和７年度栄区災害対策連絡協議会」は近年の開催状況・内容や他区の運用状況、ま

た参加される皆様への負担軽減などを踏まえ、書面開催とさせていただきます。 
資料を送付いたしますので、お目通しいただきますようお願いいたします。 

 また、アンケートを同封しますので、ご意見・ご要望等ございましたら、返信用封筒に

てご返送ください。 

 

１ 議題 

(1) 新たな「横浜市地震防災戦略」について（情報提供） ・・・資料１ 

(2) 令和６年度 栄区の防災活動について（報告）    ・・・資料２ 

 

２ 資料 

(1) 栄区災害対策連絡協議会設置要綱          ・・・資料３ 

(2) 令和７年度 栄区災害対策連絡協議会委員名簿    ・・・資料４ 

 

３ 同封資料 

栄区防災マップ（令和７年３月改訂） 

 

４ 依頼 

  防災に関するアンケート 

 

 

 

 
担当：栄区総務課危機管理・地域防災担当 

藤井・松山・宮川・児玉 

TEL：045‐894‐8312 

FAX：045‐895‐2260 

Mail：sa-bosai@city.yokohama.lg.jp 

 



新たな「横浜市地震防災戦略」について（情報提供） 

１ 趣旨 

 本市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を強化する 

ため、「地震防災戦略」を刷新しました。 

12 月に素案を公表し、市民意見募集を通じていただいたご意見（計482 件）等を踏 

まえ、戦略をとりまとめることができましたので、情報提供資料として報告させていた

だきます。 

２ 地震防災戦略について 

(1) 戦略の位置付け・期間

〇 地震防災戦略とは、横浜市防災計画に基づき、大規模地震の被害軽減に 

向けて市役所が取り組む行動計画（アクションプラン）です。 

〇 戦略期間は令和７～15 年度とし、そのうち令和７～11 年度を「集中取 

組期間」として各取組を推進していきます。 

〇 戦略の推進にあたっては、自治会町内会や地域防災拠点運営委員会など、 

地域の方々と意見を交わしながら、実効性のある取組を展開していきます。 

(2) 戦略の概要

別紙のとおり

(3) 戦略（冊子データ）及び市民意見募集の結果

市ウェブサイト（下記ページ）に掲載しています。

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/data/bosaikeikaku/senryaku/ikenboshuu.html

担当：栄区総務課危機管理・地域防災担当 

藤井・松山・宮川・児玉 

TEL：045‐894‐8312 

FAX：045‐895‐2260 

Mail：sa-bosai@city.yokohama.lg.jp 

令和７年度災害対策連絡
協 議 会 説 明 資 料 
栄 区 総 務 課 
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令和６年度 栄区の防災活動について（報告） 

１ 災害対応 

令和６年度の栄区災害対策警戒本部設置は 13 件でした。いずれも区内で大きな人的、物

的被害はありませんでした。南海トラフ地震臨時情報の発表や二度の大型台風では、輪番

制で区役所に待機し、防災担当のみならず、栄区全体で連携し、対応にあたりました。 

【栄区災害対策警戒本部】 13 件（区内で大きな人的、物的被害なし） 

年月日 警報 備考 

令和６年６月３日 大雨警報 

（浸水害）・洪水警報 

【区本部設置】17：14【区本部解除】23：25 

区本部人員８名 

令和６年６月 18 日 大雨警報 

（土砂災害・浸水害） 

【区本部設置】10：56【区本部解除】21：00 

区本部人員 27名 

（１号配備職員は対応準備のみで実活動なし） 

令和６年６月 28 日 大雨警報 

（土砂災害・浸水害） 

【区本部設置】13：24【区本部解除】24：00 

区本部人員８名 

令和６年７月 21 日 大雨警報（浸水害） 【区本部設置】2：09【区本部解除】05：20 

区本部人員６名 

令和６年７月 31 日 大雨警報（浸水害） 【区本部設置】15：23【区本部解除】21：05 

区本部人員６名 

令和６年８月６日 大雨警報 

（浸水害）・洪水警報 

【区本部設置】22：57【区本部解除】1：35 

区本部人員６名 

令和６年８月８日 南海トラフ地震臨時情報

(巨大地震注意) 

【区本部設置】19：15【区本部解除】15 日 17：00 

区本部人員 28名 

令和６年８月 15 日

～８月 16日 

大雨警報（浸水・土砂災害）、

暴風・波浪警報【台風７号】 

【区本部設置】17：00【区本部解除】16 日 20:10 

区本部人員 52名 

令和６年８月 21 日 大雨警報（浸水害）  【区本部設置】17：28【区本部解除】20:45 

区本部人員６名 

令和６年８月 22 日 大雨警報（浸水害）  【区本部設置】７：10【区本部解除】９:20 

区本部人員７名 

令和６年８月 29 日

～９月２日 

大雨警報（浸水・土砂災害）、

暴風・波浪警報【台風 10号】 

 【区本部設置】16：32【区本部解除】９月２日６:10 

区本部人員 75名 

令和６年 11 月２日 大雨警報（浸水害） 【区本部設置】18：21【区本部解除】21:45 

区本部人員６名 

令和６年 11 月 27 日 大雨警報（浸水害） 【区本部設置】１：00【区本部解除】４:05 

区本部人員６名 
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２ 浸水想定区域標示看板の設置 

   風水害ハザードマップの更なる普及浸透、住民への水害に対する危機意識の高揚を

図ることを目的として、いたち川沿いに浸水想定区域など水防災に係る各種情報を標

示した看板を３か所設置しました。設置場所については、危機管理室が集計している

「横浜市の災害」において、いたち川周辺で水害履歴が記録されている範囲から浸水

被害が確認でき、車や人の往来が多く周知効果が高いと考えられる場所を選定しまし

た。 

 

【設置場所】 

・天神橋付近（桂町３２５－９付近） 

・花の木橋付近 

（小菅ケ谷 1 丁目１９１７－３付近） 

・新橋付近（笠間４丁目３１２２－４付近） 

 

 

 

３ 風水害時の避難場所変更に伴う避難場所マップの更新                  

栄区避難場所マップ（風水害編）には、風水害時の避難場所が記載されています。

風水害時に区が開設する避難場所は公共施設を基本としており、避難場所の一つに旧

庄戸中が選定されていましたが、令和６年度から民間事業者の森学園が運営すること

になりました。そのため、令和６年３月より旧庄戸中に代わる避難場所として庄戸小

学校を選定し、併せて避難場所マップ（風水害編）の掲載内容を更新するとともに、

風水害時の避難場所として庄戸小学校に避難する対象地域の全世帯（約 7,140 戸）に

更新した避難場所マップをポスティング配付し、避難場所の変更を周知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更箇所 



４ 地域防災拠点運営に関すること 

（１）栄区地域防災拠点運営委員会連絡協議会（５月）

これまで連絡協議会副会長を務めていただいた千秀小学校地域防災拠点委員長であ

る加藤重雄委員長に連絡協議会会長に就任いただきました。令和６年度実績報告およ

び令和７年度事業計画が承認され、各拠点の実状等を踏まえ、より良い拠点運営のた

めに様々な提案等がなされました。 

連絡協議会の前には、新任拠点委員長向け研修を実施し、新たに地域防災拠点委員

長に着任された方に、地域防災拠点地域防災拠点の役割や開設基準等についてお伝え

しました。 

（２）地域防災拠点運営委員会意見交換会の開催

各地域防災拠点の開設・運営に関する取組の情報共有や、実災害時の懸念・不安の

解消を目的として、意見交換会を開催しました。意見交換会では２つのグループに分

かれ、各拠点における課題や成功事例などについて、活発な意見交換が行われまし

た。また、令和６年度に各地域防災拠点に配備した、地域防災拠点の開設支援キット

の素案を提示し、ご意見をいただきました。 

 意見交換会の前には、新たに地域防災拠点に関わる方向けの拠点基礎研修を実施

し、地域防災拠点委員長のみならず、新たに委員になられた方などに地域防災拠点地

域防災拠点の役割や開設基準等についてお伝えしました。 

（３）各地域防災拠点訓練における拠点開設訓練（通年）



５ 地域防災拠点開設支援キットの配備 

  地域防災拠点の運営委員については、１年交代で役員が変わる拠点も多く、ノウハウ

が引き継がれない現状があり、拠点開設・運営をどのように行えばいいか不安に思われ

ている地域があります。初めて委員になられた方や普段避難所運営に携わらない方で

も、発災時に拠点開設を迅速に始動できるマニュアルや指示カード等のツールが一式セ

ットになった拠点開設支援キットを区内全地域防災拠点へ配備をしました。 

令和７年度においても、各拠点での使用状況や各拠点からの要望を調査し、随時内容

の更新を行います。 

 

●開設支援キット内容物 

・手順書×４冊 

（【スタート編】、【施設の安全確認編】、【施設の使用確認編】、 

【避難者受け入れ編】）  

・点検セット×４セット 

（折り畳みヘルメット、革手袋、ヘッドライト、単四電池 4本、 

バインダー、ボールペン養生テープ（赤）、警戒テープ（黄）） 

・トイレパック×20 

・防災マップ×１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 協定機関と連携した本部運営訓練の実施 

  令和６年９月 13 日に実施した第１回本部運営訓練では、初動対応訓練を行い、栄区各

班での初動や報告様式を用いて報告内容の確認を行いました。 

令和７年１月 24 日に実施した第２回本部運営訓練では、区役所内のみならず、協定を

締結している関係機関にもご協力いただき、より実践的な形式で状況付与型シミュレー

ション訓練を行いました。 

  

 

   【ご協力いただいた関係機関】 

・株式会社神奈中スポーツデザイン（湯快爽快たや） 

・株式会社エフエム戸塚 

・社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会 

・横浜市アマチュア無線非常通信協力会栄区支部  

・株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス（本郷台駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市アマチュア無線非常通信協力会栄区支部 

株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス（本郷台駅） 

社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会 



７ 啓発活動 

（１）防災出前講座 

あらゆるライフステージに応じた防災啓発が必要と考え、自治会・町内会、地域ケ

アプラザ、小学校、保育園など計 31 か所で実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）イベントでの防災ブース出展 

区や地域主催のイベントにて、防災ブースを出展し、トイレパックや栄防災ノート

など、区で作成した啓発物品を来場者に配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち イベント名 啓発物配布数 

令和６年５月 11 日 さかえ一番まつり 400 

令和６年 10 月 27 日 長沼町・防災フェスタ 300 

令和６年 11 月３日 栄区民まつり 600 

令和７年２月 11 日 上郷西連合防災フェスタ 300 

 

 

 



栄区災害対策連絡協議会設置要綱 

 
（目的及び設置） 
第１条 大規模地震、風水害、土砂災害等の各種災害（以下「災害等」という。）から

栄区民の生命、財産を守り、被害を最小限度にとどめるために、区内の災害対策に関

する情報を関係機関が共有することを目的として、栄区災害対策連絡協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、その円滑な推進を図るもの

とする。 
 (1) 災害等発生時の応急対策に関すること 
 (2) 災害等の予防及び啓発に関すること 
 (3) その他目的達成に必要な事項 
 
（組織） 
第３条 協議会は、会長が防災関係諸機関及び関係諸団体の代表者等を指名し、委員と

して組織する。 
 
（役員等） 
第４条 会長は栄区長（栄区災害対策本部長）、副会長は栄区連合町内会会長、栄区副

区長（栄区災害対策副本部長）をもって充てる。 
２ 顧問は、栄区選出の県市会議員をもって充てる。 
 
（会長の職務） 
第５条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理するとともに会議の議長となる。 
２ 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、副会長（栄区副区長）がその

職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 会議の開催は不定期とし、会長が必要と認めたときに随時召集し、開催する。

ただし、書面開催も可能とする。 
 
（分科会） 
第７条 栄区の地域特性を考慮し、協議会内に水害対策に特化した分科会として水害対

策分科会を設置する。 
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２ 水害対策分科会には座長として栄区副区長を置く。 
３ 協議会は、座長が防災関係諸機関及び関係諸団体の代表者等を指名し、委員として

組織する。 
 
（事務局） 
第７条 協議会の事務局は、栄区総務課に置く。 
 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 
 
  附則 
 この要綱は令和５年６月 20日から施行する。 

 廃止 

平成 17 年６月９日に施行した栄区水害対策連絡協議会設置要綱は廃止する。 



(令和７年11月1日現在)

会長 松 永 朋 美 栄区長

細 田 利 明 栄区連合町内会長

米 山 岳 夫 栄区副区長

横 川 惠 豊田連合町内会自治会長

指 田 弘 笠間連合町内会自治会長

田 中 健 次 小菅ケ谷連合町内会自治会長

豊 田 孝 有 本郷第三連合町内会長

三 原 一 郎 上郷西連合町会長

芦 川 弘 上郷東連合町会長

加 藤 重 雄 栄区地域防災拠点運営委員会連絡協議会　会長

山 本 和 也 横浜市アマチュア無線非常通信協力会栄区支部　支部長 変更

広 瀬 一 哉 (株)JR東日本ステーションサービス本郷台駅　ブロック長

野 家 敏 和 東京電力パワーグリッド(株)　藤沢支社　渉外担当次長 変更

髙 田 康 二 (株)ジェイコム湘南・神奈川南横浜局長 変更

福 原 稔 (株)エフエム戸塚　代表取締役 変更

佐 々 木 克 巳 （一般社団法人）横浜建設業協会　栄区会　安全防災担当長 新規追加

田 中 健 次 栄区社会福祉協議会会長

田 中 孝 秀 栄区社会福祉協議会事務局長 変更

塩 田 信 之 栄警察署長 変更

佐 藤 俊 作 栄消防署長 変更

加 藤 正 基 栄消防団長

平 島 幸 江 栄区小学校長会（千秀小学校長） 変更

湊 浩 一 栄区中学校長会（本郷中学校長） 変更

佐 藤 映 神奈川県横浜川崎治水事務所長 変更

田 中 則 行 資源循環局栄事務所長 変更

窪 田 雄 二 水道局戸塚水道事務所長 変更

雨 堤 崇 栄区福祉保健センター長 変更

大 野 豊 栄区福祉保健センター担当部長

横 山 涼 子 栄区福祉保健センター医務担当部長 変更

丸 山 知 明 栄土木事務所長 変更

楠 梨 恵 子 栄区議員団（県会議員）

大 桑 正 貴 栄区議員団（市会議員）

長谷川 えつ こ 栄区議員団（市会議員）

輿 石 且 子 栄区議員団（市会議員）

金 子 強 栄区総務課長

松 山 長 靖 栄区総務課危機管理担当係長

藤 井 竜 馬 栄区総務課危機管理担当係長

事務局

令和７年度　栄区災害対策連絡協議会名簿

役　職 会　員　名

副会長

委　員

顧　問

01191265
テキストボックス
資料４







防災に関するアンケート（依頼） 
 

災害対策連絡協議会には、日ごろ、ご意見をいただく機会の少ない団体の皆

さまにもご参加いただいておりますので、今後の議題やワーキングの参考と

させていただければと思います。 
本協議会の活動に関してご意見等がありましたら、下記のいずれかの方法

にて、ご回答をお願いします。 
１． 同封した封筒で返送 
２． 下記宛先までＥメールにて提出 

栄区総務課危機管理・地域防災担当 
sa-bosai@city.yokohama.lg.jp 

３． 右記二次元コードのアンケートフォームにて回答 
 
 

■回答者 

 
■問： 

本協議会の活動に関してご意見等がありましたら、ご記載ください。 

 

機関名（団体名）    

氏名  

 

アンケートフォーム 
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